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令和 6年度 第 3回 綾川町農業委員会会議録 

 

農委告示 第６号 

令和 6年度 第 3回 農業委員会を次のとおり招集する。 

 

令和 6年 6月 14日 

 農業委員会会長 中添 文彦 

 

召 集  令和 6年 6月 14 日 

場 所  綾川町綾南農村環境改善センター 

開 会  令和 6年 6月 20 日  午前 ９時 00分 

閉 会  令和 6年 6月 20 日  午後 10時 40分 （会期１日） 

 

第１日目（6月 20日）     出席委員  17 名 

1番 中添 文彦 8番 笹川 武義 15番 滝川 廣男 

2番 谷本 利信 9番 井脇 弘幸 16番 渡辺 玲子 

3番 三好 直樹 10番 長尾 清 17番 大野 政則 

4番 國重 義廣 11番 川西 正廣 18番 藤重 英子 

    19番 丸尾 説男 

6番 福家 範行 13番 三好 満   

7番 佐藤 裕子 14番 三好 光春   

 

 

 議事録署名委員 

      7番  佐藤 裕子  委員、 8番  笹川 武義  委員 

  

 欠席   5番  森  健人  委員、 12番  藤滝 健造  委員 

  

公務のため出席した者の職氏名 

    事務局長 福家 勝己  副主幹 横井 邦洋  主査 岩部 有起 

 

傍聴人  0 人 



議 事 日 程 

  

 

令和 6年 6月 20日 

 

第 1 会期の決定について 

第 2 議事録署名委員の指名について 

第 3 議案第 1号 農地法第 3条（農業委員会）について 

第 4 議案第 2号 農地法第 4条（県知事）について 

第 5 議案第 3号 農地法第 5条（県知事）について 

第 6 議案第 4号 現況証明（農委分）について 

第 7 議案第 5号 基盤強化法第 19条（農用地利用集積計画の公告）について 

第 8 議案第 6号 農地中間管理事業法第 19条の 2【農地利用集積計画一括方式】に 

ついて 

第 9 議案第 7号 綾川町農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更に 

            ついて 

第 10 議案第 8号 農業経営改善計画の認定（町）について 

第 11 報告第 1号 農地法第 18条（通知）について 

  



令和 6年 6月 農業委員会議事録 

 

 

午前 9時 00分  開会 

 

職務代理 

みなさま、こんにちは。定刻が参りましたので、ただいまから令和 6年度第 3回農業委員会を開

催します。出席者の方へのお願いです。携帯電話をお持ちの方は、本会開催中、マナーモード若し

くは、電源をお切りいただきますようお願いいたします。 

それでは、会長よりご挨拶お願いします。 

 

会長 

【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。続きまして、事務局よりご挨拶をお願いします。 

 

事務局 

【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。それでは、議事に移ります。 

議事進行につきましては、通例により、中添会長、議事進行をお願いします。 

 

議長（会長） 

それでは議事に移ります。 

本日の欠席者は、 5番 森 健人 委員、12番 藤滝 健造 委員 2名です。 

よって、農業委員出席者は、 １７名です。 

会期の決定ですが、会期は本日１日限りといたします。 

なお、「議事録署名委員の指名について」ですが、私の方で指名してよろしいでしょうか。 

 

委員一同 

はい。 

 

議長 

本日の議事録署名人には、7番 佐藤 裕子（さとう ひろこ） 委員 

8番 笹川 武義（ささがわ たけよし） 委員 

を指名します。 

 



議長 

   本日の議案の審議に移ります。議案第 1号（農地法第 3条）について、事務局より説明願います。 

 

事務局 

議案第 1号、農地法第３条の規定による許可申請について説明致します。今月は 6件です。 

 

議案第 1号-1 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 47万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明 ：  申請に至った理由ですが、申請地はこれまで譲渡人が自身で管理してきましたが、

近年体調不良により自身で管理していくことが難しくなってきたため、農地を引き継

いでくれる人を探していました。今回、近隣農地を耕作していた譲受人が申請地を引

き継いで耕作していくことで話がまとまったため、本申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積は、自作地が 2,543㎡、借入地が 1,725㎡、合計 4,268㎡あり、全

て適切に維持管理されています。 

取得後の営農計画としては、水稲を予定しております。 

譲受人の農作業暦としては、20年、農作業の従事日数は 150日で、機械の所有状況に

ついては、トラクター、コンバイン、耕運機、軽トラックを各 1台所有しております。 

 また、水稲を作付けする計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は一番遠い圃場で 1㎞、車で 3分と、通作可能な圏内に居住

しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該

当しないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-2 

地 図： ■■■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 180万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明 ：  申請に至った理由ですが、申請地はこれまで譲渡人が自身で管理してきましたが、

近年体調不良により自身で管理していくことが難しくなってきたため、農地を引き継

いでくれる人を探していました。一方、譲受人は新規就農のための農地を探しており、

今回両者の間で意向が合致し、本申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積はありませんが、実家の農作業等で 10 年ほどの農作業歴があり、

また現在は農業大学校に半年通い農業に関する知識・経験を積んでおります。取得後



の農作業の従事日数は、200 日を予定しており、機械の所有状況については、トラク

ター、コンバイン、耕運機、田植機を、親や譲渡人から譲り受けそれぞれ 1台ずつ所

有しております。 

取得後の営農計画としては、現在のところ水稲を予定しております。 

また、水稲の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、1 ㎞、車で 3 分であり、通作可能な圏内に居住している

ものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当

しないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-3 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 4万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明 ：  申請に至った理由ですが、申請地は案件第 2号の隣接地であり、現況としては案件

第 2号の農地の一部と本申請地の 2筆で 1枚の農地となっております。複数筆で 1枚

の農地となっていたためそれぞれの農地を分割することが難しかったこと、譲渡人が

高齢化等により労働力不足を感じていたことなどから、両者の間で意見が合致し、申

請に至ったものです。 

譲受人の経営面積はありませんが、実家の農作業等で 10 年ほどの農作業歴があり、

また現在は農業大学校に半年通い農業に関する知識・経験を積んでおります。取得後

の農作業の従事日数は、200 日を予定しており、機械の所有状況については、トラク

ター、コンバイン、耕運機、田植機を、親や譲渡人から譲り受けそれぞれ 1台ずつ所

有しております。 

取得後の営農計画としては、現在のところ水稲を予定しております。 

また、水稲の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、1 ㎞、車で 3 分であり、通作可能な圏内に居住している

ものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当

しないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-4 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 無償譲渡 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



説明 ：  申請に至った理由ですが、譲渡人は綾川町内に農地を所有しているものの自身では

管理できず手放したいと考えていたところ、親戚であり申請地の隣接地に居住する譲

受人が農地を譲り受けることで話がまとまったため、本申請に至ったものです。なお、

譲受人の居住する隣接地も譲渡人所有の宅地であり、申請地と併せて宅地についても

所有権を移転することで話がまとまっております。 

譲受人の経営面積はなく、農作業もありませんが、親戚や近隣農家の協力を得ながら

管理していく計画です。 

取得後の営農計画としては、野菜を予定しており、農作業の従事日数は、300 日を予

定しています。機械の所有状況については、トラクターなどの大型農機具は所有して

おらず、鍬やはぐち等の農機具で管理し、必要に応じて作業を委託する計画です。ま

た、野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、0.1 ㎞、徒歩で 1 分以内であり、通作可能な圏内に居住

しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当

しないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号 5 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 150万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明 ：  申請に至った理由ですが、申請地は利用権を設定し譲受人がブドウの耕作をしてき

ておりました。この度、農地の処分をしたい譲渡人と、借入地を購入したい譲受人と

の間で、所有権を移転することで意見が合致し申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積としては、自作地が 11,351㎡、借入地が 2,958㎡、合計 14,309㎡

あり、経営地については全て適切に維持管理されています。また、貸付地が 2,289㎡

あるものの、他の所有地から離れた農地であり、地域として集約的に営農している農

業者に貸し付けているため、農地の効率利用はなされているものと考えます。 

取得後の営農計画としては、引き続きブドウを予定しております。 

譲受人の農作業暦としては、50年、農作業の従事日数は、300日で、機械の所有状況

については、トラクター、コンバイン、耕運機、田植機、乾燥機、動噴、軽トラック

が各 1台あります。 

また、現在と同じくブドウの作付け計画であることから、周囲への影響も無いもの

と考えます。 

対象農地までの通作距離は、7㎞、車で 10分であり、通作可能な圏内に居住している

ものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当

しないことから、許可相当と考えます。 



 

議案第 1号 6 

地 図： ■■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 10万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明 ：  申請に至った理由ですが、申請地は譲受人の所有農地に隣接しており、これまでも

申請地の一部は譲受人が管理をしておりました。この度、譲渡人が町外に居住し十分

な管理ができないことから、譲受人に相談し、所有権を移転することで両者の間で話

がまとまったため、申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積としては、自作地が 2,525㎡あります。また、今月の申請で非農地

証明がされている農地がありますが、荒廃し山林化している農地については非農地証

明により農地としての扱いではなくなり、その他の所有農地についてはシキミや野菜

を栽培し、適切に維持管理されていることから、問題ないものと考えます。 

取得後の営農計画としては、野菜を予定しております。 

譲受人の農作業暦としては、25年、農作業の従事日数は、300日で、機械の所有状況

については、耕運機を 1台所有しております。 

また、野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、0.1 ㎞、徒歩で 1 分以内であり、通作可能な圏内に居住

しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当

しないことから、許可相当と考えます。 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 1号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

続きまして、議案第 2号（農地法第 4条）について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 2号農地法第 4条の規定による許可申請について説明します。 

今月は 2件です。 



 

議案第 2号-1 

本申請は、Ｒ6.4 月に農振除外の申し出があり、総会で承認いただき、県へ事前協

議していた案件です。県から 5/20付けで事前協議の同意をいただき、4条申請された

ものです。 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

 用途   ： 農家住宅の拡張 

 施設の概要： 住宅    2階建 1棟 299.69㎡（既存） 

作業所   平屋建 1棟  12.00㎡（既存） 

納屋    平屋建 1棟  26.00㎡（既存） 

納屋・車庫 平屋建 1棟  73.80㎡（既存） 合計 411.49㎡ 

 申請事由 ： 農家住宅の拡張 

 説明   ： 【理由】 申請人は申請地の隣接地に夫婦で居住していますが、納

屋への軽トラの出入りが狭いのと、■■■■■■■の農地

北西辺りは人が１人通れるくらいの幅しかなく、車１台は

通れる幅を確保するために、令和 3年 6月ごろコンクリー

ト擁壁及び農地進入のためのスロープを設置したのです

が、その際に申請地の一部と農道部分を宅地の一部として

取り込む形で造成したものです。 

今回、所有農地を確認した際に無断転用が判明し本申請

に至ったものです。本申請地において未申請のまま造成に

着手してしまっていることを反省し、適切な手続きを行う

ことの始末書が添付されています。 

本申請地は農家宅地に隣接する農地であり、住宅前の敷

地を拡げ、コンクリート擁壁やスロープを設置する計画で

あったことから、申請地が適地であり、やむを得ないと考

えます。 

土地利用率は、土地面積 1166.3 ㎡に対し、建築面積合計

411.49 ㎡で、35.28％であり、有効利用率 30％以上を充足

している。 

  【資金】新たな資金計画はなし 

  【期間】令和 3年 6月～令和 3年 12月 

  【造成】なし 

  【排水】雨水：自然浸透、既設ため桝、既設排水路 



 汚水：合併浄化槽を設置し、処理水を地先水路へ放流。 

  【他法令許可】なし 

  【水利】■■■■■■■■■■■の同意 

  【隣接同意】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ 

   【始末書】■■■■ 

 

 

議案第 2号-2 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 地種   ： 第 1種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請者  ： 綾川町■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 用途   ： その他（農業用施設） 

 施設の概要： 農機具入れ・倉庫・休憩所 平屋建 1棟 250.01㎡、直売所平屋建

1 棟 76.21㎡、合計 326.22㎡ 

 申請事由 ： 農機具入れ、倉庫、休憩所、直売所 

 説明   ： 【理由】 申請人は現在、農業経営面積 27,561㎡で主に柿を栽培し

ており、出荷時の繁忙期のみ臨時で 5 人ほど雇用している

が、休憩場所もトイレもなく困っている。又、繁忙期には

計画地の一部で農産物の無人販売も行っている。 

     農機具については草刈り機を■■■■■■■■にある納

屋に保管しているが、その他の農機具は柿を栽培している

土地に雨ざらしになっており管理も難しい状態である。 

コンテナについても収納場所がなく露天に雨ざらしになっ

ており劣化が懸念される。出荷用の箱は現在自宅に保管し

ているが８畳ほどの部屋を占用しており生活に不便が生じ

ている。さらに今後はぶどうの耕作地を増やし、年間を通

じた雇用を生む計画をしているため、農機具入れ、倉庫兼

休憩所および直売所を計画した。 

今回の申請農地は土地改良法により整備された農振農用

地で１種農地（田：1,646㎡）であるが、事業計画を充足す

る■■■■■■（面積 1,119 ㎡）と今後も田として利用す

る■■■■■■（525㎡）に分筆し、事業計画地部分（■■

■■■■）については、用途区分変更（軽微変更）の申し

出をＲ6.5/1に提出済であり、本 4条県許可後施設整備し、

工事完了以後は農振農用地のまま登記地目を“農業用施設”

として利用するものです。 



本事業計画に際し、計画地から発生する雨水の排水のため、

■■■■■■の一部 9.47 ㎡を併用地として排水管を埋設

し、既設排水桝に接続し西側水路へ放流、また、北川水路

へも別の新設集水桝に集水後放流する。 

 

  【資金】造成費 200万円、建築費 800万円 合計 1,000万円で、自

己資金で賄う。 

  【期間】令和 6年 8月 1日～令和 7年 7月 31日 

  【造成】前面県道、宅地隣接部以外の事業計画地周囲にコンクリー

ト擁壁（Ｈ＝1.05～1.87m）を設置し、花崗土盛土（Ｈ＝0.7m）

で整備する。 

  【排水】雨水：北川水路へ放流 

    汚水：合併浄化槽を設置し、処理水と雨水を西川水路へ放

流。 

  【他法令許可】なし 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■の同意 

  【隣接同意】■■■■ 

   【】 

 

以上、2件についてご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 2号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

続きまして、議案第 3号（農地法第 5条）について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 3号農地法第 5条の規定による許可申請について説明します。今月は 3件です。 

 

議案第 3号-1 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 権利設定 使用貸借権の設定 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 地種   ： 第 2種農地 



 併用地  ： なし 

 申請者  ： 【貸人】：■■■■■■■■■■■ 

【借人】：■■■■■■■■■■■  

 用途   ： 分家住宅 

 施設の概要： 木造住宅 2階建 1棟 57.25㎡、カーポート 1棟 15.88㎡ 

合計 73.13㎡ 

 申請事由 ： 分家住宅 

 説明   ： 【理由】 現在、借家で住んでいるが手狭になってきており、子供

の進学や妻の両親の老後のことも考慮し、妻の実家の近く

で家を建てることとした。 

今回申請農地（■■■■■■）は現在、香川県農地機構

による利用権設定されており、担い手が賃貸借により耕作

しているが、本計画のため 6 月 15 日付けで合意解約届が

提出されています。 

土地の位置としては、実家にも近く町道に接しており交通

の便も良く、もともと 774 ㎡であったが、住宅・カーポー

トを整備する適正面積 270 ㎡と、今後も田として利用する

500㎡（■■■■■■）に分筆して計画している。 

土地利用率は、土地面積 270㎡に対し、建築面積合計 73.13

㎡で、27.08％であり、分家住宅 500 ㎡までの有効利用率

22％を充足している。 

  【資金】事業費は、造成費 300万円、建築費 3,700万円 合計 4,000

万円に対し、全額借入金で賄うとのこと。 

  【期間】令和 6年 8月 1日～令和 7年 3月 31日 

  【造成】前面町道への進入は既存水路上に床版設置する。以外の三    

    方は、1 号Ｌ型擁壁Ｈ＝1.2m、2 号Ｌ型擁壁Ｈ＝1.6m を整

備し、花崗土盛土で造成。 

  【排水】雨水：西側水路へ放流 

    汚水：合併浄化槽処理水は西側水路へ放流 

  【他法令許可】町道床版設置 

  【水利】■■■■■■■■■■■■の同意 

  【隣接同意】■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

    

 

 

議案第 3号-2 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 権利設定 所有権移転 有償売買 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■ 宅地 796.57㎡外 6筆 1,783.8㎡ 

■■■■■■宅地の一部 22.45㎡ 

計画地内の法定外公共物（農道）18.99㎡ 

                    合計 1,825.24㎡ 

 申請者  ： 【譲渡人】：■■■■■■■■■■■■■■■ 

【譲受人】：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■ 

 用途   ： 駐車場 

 施設の概要： ■■■２階建て 1棟 305.85㎡、車庫平屋建て 1棟 33.18㎡  

合計 339.03㎡ 

 申請事由 ： 露天の駐車場 

 説明   ： 【理由】 現在の従業員およびお客様用の駐車場は■■■の東側に

あるが、年々お客様が増加するにつれて従業員も増やして

おり、東側の駐車場だけでは駐車スペースが足りなくなっ

てきており、本申請地と外 3 筆の宅地を購入し、既存建物

を取壊し、併せて新たに露天駐車場（お客様用 11台分、従

業員用 4 台分）を整備する目的で転用申請することになり

ました。 

     候補地選定として、申請地を含め■■■から近くの候補

地３か所による検討をしたが、他の 2 か所は、来院者の車

道横断による安全性や地権者の同意が得られないこと、申

請地は■■■に隣接しており車の出入り等、条件に合致し

ていた。又、所有者の同意も得られたことから本申請地で

の申請に至った。 

    土地利用における有効性等、妥当と考える。 

  【資金】土地代等 1300万円 計 1300万円 

  【期間】令和 6年 8月 1日～令和 6年 9月 30日 

  【造成】特になし 

  【排水】雨水：自然浸透、申請地先県道側溝へ放流 

北側河川に放流 

    汚水：発生なし 

  【他法令許可】該当なし 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■ 

  【隣接同意】該当なし 

    

 

 



 

議案第 3号-3 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 権利設定 使用貸借権設定 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■ 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■ 山林 2867㎡の内 8.67㎡ 

■■■■■■■■■ 宅地 822.69㎡の内 79.24㎡ 

  ■■■■■■■■   原野 501㎡の内 19.89㎡ 

                      合計 107.8㎡ 

 申請者  ： 【貸人】：■■■■■■■■■ 

【借人】：■■■■■■■■■■ 

 用途   ： 分家住宅 

 施設の概要： 木造住宅平屋建て 1棟 59.62㎡、カーポート 1棟 13.57㎡ 

 申請事由 ： 分家住宅 

 説明   ： 【理由】 申請人は平成 29年に父の所有地（■■■■■）を借り受

けて自己住宅を建築し、前面公衆用道路から父の所有であ

る宅地（■■■■■）・原野（■■■■■）を通って出入り

している。建築に合わせて、西側水路への排水管埋設のた

め、山林（■■■■■）の一部 8.67㎡を占有している。 

今回、新たにカーポートを設置する予定であるが、再確

認した際に無断転用が判明し本申請に至ったものです。 

本申請地において未申請のまま造成に着手してしまったこ

とを反省し、適切な手続きを行うことの始末書が添付され

ています。 

     土地利用としては、建築物の面積合計 73.19 ㎡に対し、

土地の有効利用面積 329.96 ㎡であり、土地利用率 22.2％

であり、＞22.0％を充足している。 

  【資金】50万円 

  【期間】平成 29年 1月 15日～平成 29年 7月 31日 

  【造成】無し 

  【排水】雨水：自然浸透、既設排水管から北側山林へ放流 

    汚水：合併浄化槽処理水を西川水路へ放流 

  【他法令許可】該当なし 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■■■ 

  【隣接同意】該当なし 

 

議長  



議案第 3号につきまして、何か質問はありませんか？ 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

続きまして、議案第 4号（現況証明）について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 4号現況証明について、説明します。今月は 4件です。 

議案第 4号－1 

 地図・写真： ■■■■■■■■■   

■■■■■■■    図面番号 非農地-1 

 申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■ 

 現況地目： 山林 

 利用状況： 山林 

 申請人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請理由： 夫が平成元年に病を患い、その後も入退院を繰り返したため、

放置することになり、現在は竹・雑木の林になっている。 

耕作不適当等のやむを得ない事情により 30 年以上にわたり耕

作放棄されたため自然潰廃し、農地としての復旧が著しく困難に

なった土地は、非農地証明を行うにいたりました。 

非農地証明をしたとしても周辺農地に与える影響はないものと

考え、問題はないと判断しております。 

 

 

議案第 4号－2 

 地図・写真： ■■■■■■■■■  図面番号 非農地-2 

 申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■ 

 現況地目： 山林 

 利用状況： 山林 

 申請人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請理由： 申請者が平成元年に病を患い、その後も入退院を繰り返したた

め、放置することになり、現在は竹・雑木の林になっている。 

耕作不適当等のやむを得ない事情により 30 年以上にわたり耕

作放棄されたため自然潰廃し、農地としての復旧が著しく困難に



なった土地は、非農地証明を行うにいたりました。 

非農地証明をしたとしても周辺農地に与える影響はないものと

考え、問題はないと判断しております。 

 

議案第 4号－3 

 地図・写真： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 現況地目： 山林 

 利用状況： 山林 

 申請人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請理由： 山林と共に購入したが、畑は山林に接しており、また、用水路よ

り上にあったので、耕作不便で放置している間に雑木が生い茂

り、20年余り経った現在は山林化している。 

非農地証明をしたとしても周辺農地に与える影響はないものと

考え、問題はないと判断しております。 

 

 

議案第 4号－４ 

 地図・写真： ■■■■■■■■■■■■  図面番号 非農地-4 

 申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ 

 現況地目： 山林 

 利用状況： 山林 

 申請人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請理由： 管理していた者が亡くなり、引き続き耕作するのが困難になっ

た。耕作放棄後、23年経過したことにより、雑木が生い茂り、現

在は山林の様相を呈している。 

非農地証明をしたとしても周辺農地に与える影響はないものと

考え、問題はないと判断しております。 

 

議長 

議案第 4号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長  

続きまして、議案第 5号（基盤強化法第 19条）についてです。 



なお、案件第 7 号に 滝川 廣男 委員、また、案件第 12 号に 國重 義廣 委員に関係す

る案件が含まれますので、審議の間ご退室をお願いします。 

まず、案件第 7号について審議しますので、滝川委員はご退室お願いします。 

 

【 滝川退室 】 

議長 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい。案件第 7号について、説明します。 

P.10をご覧ください。 

    

議案第 5号-7 

所在：  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

利用権： 賃貸借権 

貸付人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人経営面積： 71,470㎡ 

利用目的： 麦 

賃料： 年間 10ａ当り 5,000円 

期間： R6.7.2～R9.7.1（3年間） 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 

議長 

案件第 7号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

それでは、案件第 7号について採決を行います。 

議案第 5号の案件第 7号について、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

挙手全員 

 



議長 

挙手全員と認めます。この案件は可決されました。滝川委員は、入室の上、ご着席下さい。 

 

  【 滝川入室 】 

 

続いて、案件第 12号について審議しますので、國重委員はご退室お願いします。 

 

【 國重退室 】 

 

議長 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい。第 12号案件について、説明します。 

P.12をご覧ください。 

 

第 12号案件 

所在：  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

利用権： 賃貸借権 

貸付人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人経営面積： 93,381㎡ 

利用目的： 水稲・麦 

賃料： 年間 10ａ当り 5,000円 

期間： R6.7.2～R9.7.1（3年間） 

 

以上ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

案件第 12号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

   なし 

 

議長 

それでは、案件第 12 号について採決を行います。 

議案第 5号の案件第 12号について、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 



挙手全員 

 

議長 

挙手全員と認めます。この案件は可決されました。國重委員は、入室の上、ご着席下さい。 

 

  【 國重入室 】 

 

議長 

事務局より、残りの案件につきまして説明を求めます。 

 

事務局 

はい。先ほどご審議いただいた案件を除く残りの案件について説明します。 

P.7～P.14をご覧ください。 

権利種別、貸借権設定です。 

契約件数：13件  合計  32,599㎡ 

内訳 

新規契約： 1～2番  2件 2,234㎡ 

更新契約： 3～6、8～11、13～15番 11件 30,365㎡ 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長  

議案第 5号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

続きまして、議案第 6 号（農地中間管理事業法第 19 条の 2）について事務局より説明を願いま

す。 

 

事務局 

はい。議案第 6号、農地機構を通じた利用権設定です。P.15～P.29をご覧ください。 

契約件数：  29件  合計  71,251㎡ 

新規契約：  17番、19～22番、29番   6件  13,760㎡ 

更新、再貸付契約：  1～16番、18番、23～28番   23件  57,491㎡ 

変更契約：  なし 

 



貸付先としましては、1～2番を■■■■■へ、3～16番を■■■■■■■■■へ、17番を■■

■■■へ、18番を■■■■■へ、19番を■■■■へ、20番を■■■■■へ、21～22番を■■■

■■へ、23番を■■■■■へ、24～26番を■■■■■へ、28番を■■■■■へ、29番を■■■

■■■■へ貸し付けるものです。 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

議長 

議案第 6号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

続きまして、議案第 7号（綾川農業振興地域整備計画の変更）について事務局より説明を願い

ます。 

 

事務局 

 それでは、議案第 7号「綾川農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更」について説

明致します。今月は、除外案件が 1件です。 

 

議案第 7号－1（除外） 

地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■ 

申出区分 ： 農用地からの除外 

申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

併用地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 合計 841.53㎡ 

       総合計面積 1,504.53㎡（有効利用面積：1,391.53㎡） 

除外前用途： 農地 

除外後用途： 農家住宅の宅地拡張 

土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

土地利用者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

農地区分 ： 2種農地 

説明   ： 

【施設の概要】 住宅・物置 2階建 1棟 364.06㎡（既存） 

住宅 平屋建 1棟 121.73㎡（新築） 

合計 485.79㎡ 

【資金内訳】 土地代 0万円、造成費 1,000万円、建築費 3,500万円  

合計 4,500万円  ＜内訳＞自己資金 0万円、借入金 4,500万円 

【変更を必要とする理由】 

申請人は、借家にて妻と子ども 3人の計 5人で同居しています。家族が増え子



どもが成長するに従い、現在の住居では手狭になってきたことから、今後の農地

管理や介護、子どもの面倒などを考慮し、実家の近くで住宅の建築を計画しまし

た。 

はじめは祖父母の所有地の中で適地を探したものの、道路への接続がなかった

り、傾斜地や高低差があったり、ため池の下流にあり安全面の不安があったりと

住宅に適する土地がなかったため、実家周辺の土地で検討を進め申請地を選定し

たものです。 

申請地は、■■■■■■■■■■■■■の南側部分であり、実家に隣接し、必

要とする面積を確保でき、建築目的を達成できることから選定しました。 

本申請地は西側 1辺を宅地に接する農地であり、農振除外の要件である農地以外

の異種目に連続する 2辺で接しているという要件を満たしておりません。しかし

ながら、この要件は農家住宅を目的とし市町がやむを得ないと判断する場合には

緩和可能であり、本件は農家住宅の後継者の住宅であり、既存の宅地を拡張する

計画であることから、地域農業の維持・活性化のためにもやむを得ないものと考

えます。 

また、農地として残る北側の残地部分については、譲受人が取得することで話

を進めており、自身の宅地内を通って農地へ進入し管理を行っていくとのことで

す。 

【工事着工時期】 令和 6年 10月 【供用開始時期】 令和 7年 3月 

【造成】 盛土 花崗土 H＝0.3ｍ 切土 なし 

     コンクリート擁壁 Ｈ＝0.4ｍ 法面 既存法面を温存 

【排水】 雨水：溜桝を設置し、地先ため池に放流 

汚水：公共下水管に接続 

【利用率】敷地面積 1,504.53㎡ （うち有効利用面積 1,391.53㎡）、 

建築面積 485.79㎡ 土地利用率 32.28％（有効利用率 34.91％）（≧30％） 

 

【除外申出に係る意見書】 

申請地は、立地条件その他から判断し適当な場所であり、今後の当該地域の農業

振興施策の実施に支障を与えるものではないとして、「やむを得ないもの」との香川

県農協及び永富池土地改良区の連名による意見書が添えられております。 

 

これらにより、農用地からの除外について「農業振興地域の整備に関する法律」第１３条第

２項各号に照らし、除外することが妥当であるものと考えます。 

 

以上、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 7号についてご質問はございませんか。 

 



委員一同 

   なし 

 

 

 

議長 

続きまして、議案第 8号（農業経営改善計画の認定（町））について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい、農業経営改善計画の認定について説明します。 

今月は、更新 2件の申請がありました。 

議案第 8号-1（更新） 

   予定認定番号： ■■■■■■■■ 

申請者： ■■■■■ 

住所： ■■■■■■■■■■■■■ 

生（設立）年月日： ■■■■■■■■■■ 

   作目・部門名：（Ｒ11 目標） 水稲、麦、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ、ｷｭｳﾘ、ﾅﾊﾞﾅ、ｷｬﾍﾞﾂ、ﾀﾏﾈｷﾞ 

農業経営等に関する目標：（Ｒ11目標） 

      水稲（ｺｼﾋｶﾘ）  500.0ａ  19,500㎏ （390㎏/10ａ）  

      水稲（おいでまい）  400.0ａ   15,600㎏ （390㎏/10ａ） 

      麦  1,000.0ａ   35,000㎏ （350㎏/10ａ） 

      ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ  250.0ａ   15,000㎏ （600㎏/10ａ） 

      ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ  10.0ａ   2,200㎏ （2,200㎏/10ａ） 

      ｷｭｳﾘ(施設)  12.0ａ  6,000㎏ （5,000/10ａ） 

      ｷｭｳﾘ(露地)  30.0 a  10,000㎏ （3,333㎏/10ａ） 

      ﾅﾊﾞﾅ   60.0ａ   2,000㎏ （333㎏/10ａ） 

      ｷｬﾍﾞﾂ  100.0ａ  50,000㎏ （5,000/10ａ） 

      ﾀﾏﾈｷﾞ(契約)  20.0 a    - ㎏ （ - ㎏/10ａ） 

   目標所得： 400万円 

   年間労働時間： 2000時間  

説明： ■■さんですが、平成 26年に認定農業者となり、今回が 2回目の更新となります。香川

県農地機構を通じて農地の集積を進めてきましたが、離れた場所にある農地も管理してい

るため、作業効率が悪くなっています。今後は農地の集約化も進めつつ、乾燥機等の機械

の大型化も進めることで作業の効率化を図っていく計画となっています。また、施設キュ

ウリやキャベツ、契約タマネギにも取り組むことで所得向上に取り組む計画です。なお、

タマネギについては母球タマネギで契約内容に応じての生産となるため生産量について

は「－」としています。 

 

議長 



議案第 8号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

議長 

続きまして、報告第 1号（農地法第 18条）について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

報告第１号、農地法第 18条の規定による合意解約の届出について説明します。 

今月は 2件です。 

 

報告 1－1 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：高松市仏生山町 公益財団法人 香川県農地機構 

申請地：■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

解約日：令和 6年 5月 31日 

説 明：売買目的による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

報告 1－2 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：高松市仏生山町 公益財団法人 香川県農地機構 

申請地：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

解約日：令和 6年 5月 31日 

説 明：耕作者変更による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

以上です。よろしくお願いします。 

 

 

議長 

報告第 1号について、ご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 



以上ですべての議案についての説明、質疑が終了しました。 

それでは、採決に入ります。 

本日提案された議案のうち、議案第 5号第 7号、第 12号を除く、第１号議案から 

第 8号議案について、原案通り賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

   全員挙手 

 

議長 

    全員の方の挙手をいただきましたので、議案はすべて承認されました。以上で本日の日程はす

べて終了しました。ありがとうございました。 

 

職務代理 

本日も各委員さんのご協力により定例農業委員会が無事終了致しました。慎重なご審議ありが

とうございました。それでは、第 3回定例農業委員会を閉会いたします。 

 

 

 

午前 10時 40分  閉会 

 

  



 

 

議事録署名人  

 

 

議 長                                 

 

 

 

委 員                                 

 

 

 

委 員                                 

 

 

 


